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議案第 52 号 浜田市固定資産評価審査委員会条例及び浜田市職員の服務の宣

誓に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第 53 号 浜田市個人情報保護条例及び浜田市個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第 54 号 浜田市職員の特殊勤務手当に関する条例及び浜田市外来検査セ

ンター条例の一部を改正する条例について 

議案第 55 号 浜田市乳幼児等医療費助成条例の一部を改正する条例について 

議案第 56 号 浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例について 

議案第 57 号 浜田市病児・病後児保育室条例の制定について 

議案第 58 号 浜田市高齢者生活支援事業の手数料の徴収に関する条例を廃止

する条例について 

議案第 59 号 浜田市火入れに関する条例の一部を改正する条例について 

議案第 60 号 市道路線の廃止について（今福 82 号線） 

議案第 61 号 市道路線の認定について（浜田 566 号線外） 

議案第 62 号 令和 3 年度浜田市一般会計補正予算（第 4 号） 

報 告 

報告第 2 号 専決処分の報告について（浜田市税条例等の一部を改正する条

例） 

報告第 3 号 専決処分の報告について（令和 2 年度浜田市一般会計補正予算

（第 13 号）） 

報告第 4 号 専決処分の報告について（浜田市高速情報通信基盤整備工事の

変更契約） 

報告第 5 号 専決処分の報告について（事故の損害賠償の額の決定） 

報告第 6 号 令和 2 年度浜田市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

て 

報告第 7 号 令和 2 年度浜田市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計

算書の報告について 

報告第 8 号 令和 2 年度浜田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

報告第 9 号 放棄した市の私債権の報告について 

報告第 10 号 放棄した市の私債権の報告について 
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議案第 52 号 

 

浜田市固定資産評価審査委員会条例及び浜田市職員の服務の宣誓に関

する条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市固定資産評価審査委員会条例及び浜田市職員の服務の宣誓に関す

る条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 3 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市固定資産評価審査委員会条例及び浜田市職員の服務の宣誓に関

する条例の一部を改正する条例 

 

（浜田市固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第 1条 浜田市固定資産評価審査委員会条例（平成 17年浜田市条例第 15号）

の一部を次のように改正する。 

第 4 条中第 4 項を削り、第 5 項を第 4 項とし、第 6 項を第 5 項とする。 

第 7 条第 3 項各号列記以外の部分中「記載し、意見を聴いた委員及び調

書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない」を「記載しなけ

ればならない」に改め、同項中第 3 号を第 4 号とし、第 2 号の次に次の 1

号を加える。 

⑶ 意見を聴いた委員及び調書を作成した書記の氏名 

第 8 条第 5 項中「記載し、提出者がこれに署名押印しなければならない」

を「記載しなければならない」に改め、同条第 8 項各号列記以外の部分中

「記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記が、これに署名押印

しなければならない」を「記載しなければならない」に改め、同項中第 5

号を第 6 号とし、第 4 号の次に次の 1 号を加える。 

⑸ 審理を行った委員及び調書を作成した書記の氏名 

第 9 条第 2 項各号列記以外の部分中「記載し、調査を行った委員及び調

書を作成した書記が、これに署名押印しなければならない」を「記載しな

ければならない」に改め、同項中第 4 号を第 5 号とし、第 3 号の次に次の

1 号を加える。 

⑷ 調査を行った委員及び調書を作成した書記の氏名 

第 10 条第 2 項各号列記以外の部分中「記載し、議事に関与した委員及び

調書を作成した書記が、これに署名押印しなければならない」を「記載し

なければならない」に改め、同項中第 4 号を第 5 号とし、第 3 号の次に次

の 1 号を加える。 

⑷ 議事に関与した委員及び調書を作成した書記の氏名 

（浜田市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正） 

第 2 条 浜田市職員の服務の宣誓に関する条例（平成 17 年浜田市条例第 43

号）の一部を次のように改正する。 

第 2 条中「任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、

様式第 1 号又は様式第 2 号による宣誓書に署名して」を「宣誓書（様式第

1 号又は様式第 2 号）を任命権者に提出して」に改め、同条に次の 1 項を
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加える。 

2  地方公務員法第 22 条の 2 第 1 項に規定する会計年度任用職員の服務

の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定め

をすることができる。 

様式第 1 号及び様式第 2 号中「㊞」を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 53 号 

 

浜田市個人情報保護条例及び浜田市個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市個人情報保護条例及び浜田市個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 3 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市個人情報保護条例及び浜田市個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例の一部を改正する条例 

 

（浜田市個人情報保護条例の一部改正） 

第 1 条 浜田市個人情報保護条例（平成 17 年浜田市条例第 21 号）の一部を

次のように改正する。 

第 34 条第 2 号中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に、「第 19 条第 7 号」

を「第 19 条第 8 号」に、「同条第 8 号」を「同条第 9 号」に改める。 

（浜田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改

正） 

第 2 条 浜田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成

27 年浜田市条例第 51 号）の一部を次のように改正する。 

第 1 条及び第 5 条第 1 項中「第 19 条第 10 号」を「第 19 条第 11 号」に

改める。 

附 則 

この条例は、令和 3 年 9 月 1 日から施行する。 
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議案第 54 号 

 

浜田市職員の特殊勤務手当に関する条例及び浜田市外来検査センター

条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市職員の特殊勤務手当に関する条例及び浜田市外来検査センター条

例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 3 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市職員の特殊勤務手当に関する条例及び浜田市外来検査センター

条例の一部を改正する条例 

 

（浜田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第 1 条 浜田市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成 17 年浜田市条例第

59 号）の一部を次のように改正する。 

附則第 3 項中「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等

の政令（令和 2 年政令第 11 号）第 1 条に規定する新型コロナウイルス感

染症」を「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和 2 年

1 月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を

有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症」に改める。 

（浜田市外来検査センター条例の一部改正） 

第 2 条 浜田市外来検査センター条例（令和 2 年浜田市条例第 43 号）の一

部を次のように改正する。 

第 1 条中「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政

令（令和 2 年政令第 11 号）第 1 条に規定する新型コロナウイルス感染症」

を「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和 2 年 1 月に、

中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有するこ

とが新たに報告されたものに限る。）である感染症」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 55 号 

 

浜田市乳幼児等医療費助成条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市乳幼児等医療費助成条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

令和 3 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市乳幼児等医療費助成条例の一部を改正する条例 

 

浜田市乳幼児等医療費助成条例（平成 17 年浜田市条例第 127 号）の一部を

次のように改正する。 

第 5 条中「保険証」を「保険証等」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 56 号 

 

浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例について 

 

浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例を次のように定める。 

 

令和 3 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例 

 

浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成 26 年

浜田市条例第 33 号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第 50 条」を「第 50 条・第 51 条」に改める。 

第 7 条第 1 項各号列記以外の部分中「第 3 号において」を「以下この条に

おいて」に改め、同項第 3 号中「この号」の次に「及び第 4 項第 1 号」を加

え、同条第 5 項中「行う者」を「行う施設」に改める。 

第 50 条を第 51 条とし、第 6 章中同条の前に次の 1 条を加える。 

（電磁的記録） 

第 50 条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類

するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識するこ

とができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条におい

て同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書

面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うこ

とができる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 57 号 

 

浜田市病児・病後児保育室条例の制定について 

 

浜田市病児・病後児保育室条例を次のように定める。 

 

令和 3 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市病児・病後児保育室条例 

 

（目的及び設置） 

第 1 条 病児及び病後児を一時的に保育することにより、保護者の子育てと

就労との両立を支援するため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244

条の 2 第 1 項の規定に基づき、浜田市病児・病後児保育室（以下「病児・

病後児保育室」という。）を浜田市田町 757 番地 3 に設置する。 

（定義） 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

⑴ 児童等 乳児、幼児及び児童をいう。 

⑵ 病児 当面症状の急変は認められないが病気の回復期に至っていな

いことから、集団で保育又は教育を受けることが困難な児童等をいう。 

⑶ 病後児 病気の回復期にあることから、集団で保育又は教育を受ける

ことが困難な児童等をいう。 

（事業） 

第 3 条 病児・病後児保育室は、次に掲げる事業を行う。 

⑴ 病児及び病後児を一時的に保育する事業 

⑵ その他病児・病後児保育室の設置の目的を達成するために必要な事業 

（管理） 

第 4 条 病児・病後児保育室の管理は、法人その他の団体であって、市長が

指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせる。 

（指定管理者が行う業務） 

第 5 条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

⑴ 第 3 条各号に掲げる事業に関する業務 

⑵ 病児・病後児保育室の維持管理に関する業務 

⑶ 前 2 号に掲げるもののほか、病児・病後児保育室の運営に関する事務

のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務 

（開館時間） 

第 6 条 病児・病後児保育室の開館時間は、午前 8 時から午後 6 時までとす

る。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得

てこれを変更することができる。 

（休館日） 

第 7 条 病児・病後児保育室の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、
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指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更

することができる。 

⑴ 日曜日及び土曜日 

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

⑶ 8 月 13 日から 8 月 16 日まで 

⑷ 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日まで 

（利用対象者の要件） 

第 8 条 病児・病後児保育室を利用することができる者は、次に掲げる要件

を満たす病児及び病後児とする。ただし、第 1 号及び第 2 号に規定する要

件については、指定管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでな

い。 

⑴ 市内に住所を有すること。 

⑵ 生後 8 週に達する日から小学校の第 6 学年までの間にあること。 

⑶ 保護者の勤務の都合、疾病、出産その他やむを得ない理由により家庭

で保育を受けることが困難であること。 

（利用登録） 

第 9 条 前条第 1 号及び第 2 号に規定する要件を満たす児童等の保護者であ

って、病児・病後児保育室の利用を希望するものは、当該児童等について、

利用する年度ごとに、あらかじめ指定管理者の登録を受けなければならな

い。 

（利用許可） 

第 10 条 前条の規定により児童等の登録を受けた保護者は、当該児童等に

病児・病後児保育室を利用させようとするときは、あらかじめ当該児童等

の健康状態等に係る医師の意見を聴いて、指定管理者の許可を受けなけれ

ばならない。 

2  指定管理者は、病児・病後児保育室の管理上必要があると認めるときは、

前項の許可に条件を付することができる。 

（利用の制限） 

第 11 条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事

項を変更し、又は許可を取り消すことができる。 

⑴ 前条第 1 項の規定により利用の許可を受けた児童等（以下「利用児童

等」という。）の健康状態等が変化し、病児・病後児保育室における対応

が困難であると認められるとき。 

⑵ 利用児童等が第 8 条に規定する要件を満たさなくなったとき。 
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⑶ その他利用児童等の状況により病児・病後児保育室の利用が困難であ

ると認められるとき。 

⑷ 前 3 号に掲げる場合のほか、病児・病後児保育室の管理上特に必要と

認められるとき。 

2  前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消した場合に

おいて、利用児童等及びその保護者に損害が生じても、指定管理者はその

賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第 4 号に該当する場合は、

この限りでない。 

（利用料金） 

第 12 条 利用料金は、利用児童等 1 人につき、1 日当たり 1,000 円の範囲内

において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。 

2  利用児童等の保護者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならな

い。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。 

（利用料金の収入） 

第 13 条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収

受させるものとする。 

（利用料金の減免） 

第 14 条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又

は免除することができる。 

（利用料金の不還付） 

第 15 条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用児童等の保護

者の責めに帰さない理由その他指定管理者が特に必要があると認めると

きは、その全部又は一部を還付することができる。 

（損害賠償等の義務） 

第 16 条 利用児童等の保護者は、当該利用児童等が病児・病後児保育室の施

設、設備又は器具を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失したときは、直ち

にその旨を指定管理者に届出をし、その損害を賠償しなければならない。 

（委任） 

第 17 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、規則で定める日から施行する。 

（準備行為） 

2  第 4 条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行
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為並びにこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係る

許可その他病児・病後児保育室の運営に関し必要な行為は、施行日前にお

いても行うことができる。 

（浜田市病後児保育室条例の廃止） 

3  浜田市病後児保育室条例（平成 30 年浜田市条例第 26 号）は、廃止する。 

（経過措置） 

4  施行日の前日までに、前項の規定による廃止前の浜田市病後児保育室条

例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定

によりなされたものとみなす。 

5  第 12 条から第 15 条までの規定は、施行日以後の利用に係る利用料金に

ついて適用する。 
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議案第 58 号 

 

浜田市高齢者生活支援事業の手数料の徴収に関する条例を廃止する条

例について 

 

浜田市高齢者生活支援事業の手数料の徴収に関する条例を廃止する条例

を次のように定める。 

 

令和 3 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市高齢者生活支援事業の手数料の徴収に関する条例を廃止する条

例 

 

浜田市高齢者生活支援事業の手数料の徴収に関する条例（平成 18 年浜田

市条例第 26 号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 59 号 

 

浜田市火入れに関する条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市火入れに関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 3 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

 

浜田市火入れに関する条例（平成 17 年浜田市条例第 197 号）の一部を次の

ように改正する。 

様式第 1 号中「㊞」を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 60 号 

 

市道路線の廃止について 

 

次のとおり市道の路線を廃止することについて、道路法第 10 条第 3 項の

規定により、議会の議決を求める。 

 

令和 3 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 



起       点

終       点

金城町今福1458番6地先

金城町今福1458番2地先

以下余白

42-3-082 今福82号線 186.7 m 9.8 m

市道廃止路線

路線番号 路   線   名 延  長
敷 地 の 敷 地 の

最大幅員 最小幅員

2.8 m

22



廃 止

詳細図

廃 止

今福82号線

延長 186.7m

幅員 2.8m～9.8m

位置図
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議案第 61 号 

 

市道路線の認定について 

 

次のとおり市道の路線を認定することについて、道路法第 8 条第 2 項の規

定により、議会の議決を求める。 

 

令和 3 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 



起       点

終       点

田町1469番地先

田町764番5地先

金城町今福1458番6地先

金城町今福1458番2地先

以下余白

m

m m m

m m

m

m m m

m m

m

m m m

m m

m

m m m

m m

m

m m m

m m

市道認定路線

路線番号 路   線   名 延  長
敷 地 の 敷 地 の

最大幅員 最小幅員

2.8 m

03-3-566 浜田566号線 61.4 m 5.3 m 4.3 m

42-3-082 今福82号線 170.4 m 7.5 m
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認 定

位置図

認 定

浜田566号線

延長 61.4m

幅員 4.3m～5.3m

詳細図
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認 定

詳細図

認定

今福82号線

延長 170.4m

幅員 2.8m～7.5m

位置図
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